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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像信号と当該映像信号のジャンル情報とを入力する入力手段と、
　前記入力手段によって入力された映像信号を記憶媒体に記録する記録手段と、
　映像信号の一部を抽出するための、複数の抽出タイミングと当該複数の抽出タイミング
の各々に関連づけられた抽出期間とを含む複数の手順情報を、夫々異なるジャンル情報と
関連づけて格納した格納手段と、
　前記入力手段で入力された映像信号のダイジェスト映像を生成する場合、前記映像信号
のジャンル情報に基づいて、前記複数の手順情報から１つの手順情報を選択する選択手段
と、
　前記選択手段で選択された手順情報に従って、前記記憶媒体に記録された前記映像信号
から映像信号の一部を抽出する抽出手段とを備えることを特徴とする記録装置。
【請求項２】
　前記複数の手順情報の各々における前記複数の抽出タイミングの各々は、前記映像信号
の取り込みを開始するタイミングを当該映像信号の全時間の中でのパーセンテージで定義
していることを特徴とする請求項１に記載の記録装置。
【請求項３】
　前記抽出手段は、前記選択された手順情報に指定されている前記複数の抽出タイミング
と前記映像信号の前記記録手段による記録の開始時刻及び終了時刻とに基づいて、前記複
数の抽出タイミングの各々を示す実時刻を算出することを特徴とする請求項２に記載の記
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録装置。
【請求項４】
　ダイジェスト映像を生成するための操作入力を受け付ける操作手段を更に備え、
　前記操作手段は前記格納手段に格納された前記複数の手順情報の各々について、抽出タ
イミング及び抽出期間の少なくともいずれかを編集することが可能であることを特徴とす
る請求項１に記載の記録装置。
【請求項５】
　前記操作手段は新たな手順情報を作成するための作成画面を有し、当該作成画面を介し
て作成した手順情報にユーザにより指定されたジャンル情報を関連づけて前記格納手段に
格納することを特徴とする請求項４に記載の記録装置。
【請求項６】
　前記複数の手順情報の各々には予め複数のキーワード情報が設定されており、前記選択
手段は前記映像信号のジャンル情報と前記キーワード情報との比較を行い、当該比較の結
果、ジャンル情報と合致するキーワード情報が設定されている手順情報を選択することを
特徴とする請求項１に記載の記録装置。
【請求項７】
　前記映像信号に付随する音声信号を解析し、音声の区切りを示す音声情報を生成する音
声解析手段を更に備え、
　前記抽出手段は前記選択された手順情報が示す抽出タイミング以降の音声の区切りから
前記抽出タイミングに対応する抽出期間の経過後の音声の区切りまでの期間の映像信号を
抽出することにより、前記記憶媒体に記録された前記映像信号から映像信号の一部を抽出
することを特徴とする請求項１に記載の記録装置。
【請求項８】
　前記記憶媒体はクラスタを単位としたランダムアクセスが可能であり、
　前記抽出手段は前記記憶媒体に記録された前記映像信号に対応する抽出タイミングに基
づいて、当該映像信号のダイジェスト映像となる映像部分が記録されているクラスタ位置
を示す抽出位置情報を生成することを特徴とする請求項１に記載の記録装置。
【請求項９】
　映像信号を記録媒体に記録する記録装置における記録制御方法であって、
　入力手段が、映像信号と当該映像信号のジャンル情報とを入力する入力工程と、
　記録手段が、前記入力工程によって入力された映像信号を記憶媒体に記録する記録工程
と、
　選択手段が、前記入力工程で入力された映像信号のダイジェスト映像を生成する場合に
おいて、映像信号の一部を抽出するための、複数の抽出タイミングと当該複数の抽出タイ
ミングの各々に関連づけられた抽出期間とを含む複数の手順情報を、夫々異なるジャンル
情報と関連づけて格納した格納手段をアクセスして、前記映像信号のジャンル情報に基づ
いて前記複数の手順情報のうちの１つの手順情報を選択する選択工程と、
　抽出手段が、前記選択工程で選択された手順情報に従って、前記記憶媒体に記録された
前記映像信号から映像信号の一部を抽出する抽出工程とを備えることを特徴とする記録制
御方法。
【請求項１０】
　前記複数の手順情報の各々における前記複数の抽出タイミングの各々は、前記映像信号
の取り込みを開始するタイミングを当該映像信号の全時間の中でのパーセンテージで定義
していることを特徴とする請求項９に記載の記録制御方法。
【請求項１１】
　前記抽出工程では、前記選択された手順情報に指定されている前記複数の抽出タイミン
グと前記映像信号の前記記録工程による記録の開始時刻及び終了時刻とに基づいて、前記
複数の抽出タイミングの各々を示す実時刻を算出することを特徴とする請求項１０に記載
の記録制御方法。
【請求項１２】
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　操作手段が、ダイジェスト映像を生成するための操作入力を受け付ける操作工程を更に
備え、
　前記操作工程では、前記格納手段に格納された前記複数の手順情報の各々について、抽
出タイミング及び抽出期間の少なくともいずれかを編集することが可能であることを特徴
とする請求項９に記載の記録制御方法。
【請求項１３】
　前記操作工程では、新たな手順情報を作成するための作成画面を表示させ、当該作成画
面を介して作成した手順情報にユーザにより指定されたジャンル情報を関連づけて前記格
納手段に格納することを特徴とする請求項１２に記載の記録制御方法。
【請求項１４】
　前記複数の手順情報の各々には予め複数のキーワード情報が設定されており、前記選択
工程では、前記映像信号のジャンル情報と前記キーワード情報との比較を行い、当該比較
の結果、ジャンル情報と合致するキーワード情報が設定されている手順情報を選択するこ
とを特徴とする請求項９に記載の記録制御方法。
【請求項１５】
　音声解析手段が、前記映像信号に付随する音声信号を解析し、音声の区切りを示す音声
情報を生成する音声解析工程を更に備え、
　前記抽出工程では、前記選択された手順情報が示す抽出タイミング以降の音声の区切り
から前記抽出タイミングに対応する抽出期間の経過後の音声の区切りまでの期間の映像信
号を抽出することにより、前記記憶媒体に記録された前記映像信号から映像信号の一部を
抽出することを特徴とする請求項９に記載の記録制御方法。
【請求項１６】
　前記記憶媒体はクラスタを単位としたランダムアクセスが可能であり、
　前記抽出工程では、前記記憶媒体に記録された前記映像信号に対応する抽出タイミング
に基づいて、当該映像信号のダイジェスト映像となる映像部分が記録されているクラスタ
位置を示す抽出位置情報を生成することを特徴とする請求項９に記載の記録制御方法。
【請求項１７】
　請求項９乃至１６の何れか１項に記載の記録制御方法をコンピュータに実行させるため
のコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、映像を録画する際のダイジェスト映像作成及びダイジェスト再生装置に関する
ものである。
【０００２】
【従来の技術】
ＴＶ視聴者が番組を録画して見たいと欲するときは、新聞・ＴＶガイド等の番組情報から
該番組を連想して興味を掻き立てられ録画するものであるが、実際録画して見てみたら予
想外に、興味を引かれない場合があるものである。そこで、録画した番組のダイジェスト
版をみることで、その内容をある程度判断できると便利である。
【０００３】
また店頭にて映画ソフトやドキュメンタリ映像等をレンタルしたり購入したりするかどう
かの判断をする場合、タイトルや簡単な内容紹介記事だけではなかなか的確な判断が付き
にくいため、ダイジェスト映像が提供されると、より適切に内容を判断でき、便利である
。
【０００４】
従来、ダイジェスト映像を作成する場合は一定の時間間隔毎に静止画像として取込み次々
と高速で表示する、一定期間毎に動画を取込み次々と連続して表示する、画面の動きを検
出（輝度／色差信号での動き検出または画素のヒストグラムを用いた方法）してシーンチ
ェンジ情報を取得しその情報に基づいて代表映像を選定し次々と表示する、または音声信
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号から特徴点を抽出し記録する及びそれらの組み合わせによる方法が取られていた。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、ダイジェスト映像はその映像の種類により、全般的に細かく見ないと判り
にくい、または結末を決してダイジェスト映像に入れない方が良い、あるいは動きのあっ
たシーンのみをダイジェスト映像とした方が良い、という様にその録画される映像の分野
により最適なダイジェスト映像は各々異なる。
【０００６】
また、映像の種類に依っては、ダイジェスト映像に対する要求は、映像の概要を出来るだ
け詳細に把握したい場合もあるが、どのようなシーンがあるのかを欲する場合もあれば、
どういう時間的流れであるかを欲する場合もあれば、またプロモーションビデオとして欲
する場合もあり、従来の技術ではこれらの要求を満たしきれていなかった。
【０００７】
また、映像のみのダイジェスト映像にあっては、音声が再生されないため、内容紹介が不
十分であったりする。更に、上記従来例で音声も録音し再生しようとすると、言葉の途中
から再生されたりまた言葉の途中で切れたりし、非常に聞きにくいものとなる。
【０００８】
本発明は上記の問題に鑑みてなされたものであり、画像情報からダイジェスト用の画像情
報を自動生成可能とするとともに、画像情報からの取込タイミングを可変として、画像内
容に適合したダイジェスト用の画像情報を生成可能とすることを目的とする。
【０００９】
また、本発明の他の目的は、音声の状態を考慮して画像情報の取込タイミングを制御する
ことにより、より自然な再生内容を提供するダイジェスト用の音声付画像情報を生成可能
とすることにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　上記の目的を達成するための本発明の一態様による記録装置は、
　映像信号と当該映像信号のジャンル情報とを入力する入力手段と、
　前記入力手段によって入力された映像信号を記憶媒体に記録する記録手段と、
　映像信号の一部を抽出するための、複数の抽出タイミングと当該複数の抽出タイミング
の各々に関連づけられた抽出期間とを含む複数の手順情報を、夫々異なるジャンル情報と
関連づけて格納した格納手段と、
　前記入力手段で入力された映像信号のダイジェスト映像を生成する場合、前記映像信号
のジャンル情報に基づいて、前記複数の手順情報から１つの手順情報を選択する選択手段
と、
　前記選択手段で選択された手順情報に従って、前記記憶媒体に記録された前記映像信号
から映像信号の一部を抽出する抽出手段とを備える。
【００１１】
　また、上記の目的を達成するための本発明の他の態様による記録制御方法は、
　映像信号を記録媒体に記録する記録装置における記録制御方法であって、
　入力手段が、映像信号と当該映像信号のジャンル情報とを入力する入力工程と、
　記録手段が、前記入力工程によって入力された映像信号を記憶媒体に記録する記録工程
と、
　選択手段が、前記入力工程で入力された映像信号のダイジェスト映像を生成する場合に
おいて、映像信号の一部を抽出するための、複数の抽出タイミングと当該複数の抽出タイ
ミングの各々に関連づけられた抽出期間とを含む複数の手順情報を、夫々異なるジャンル
情報と関連づけて格納した格納手段をアクセスして、前記映像信号のジャンル情報に基づ
いて前記複数の手順情報のうちの１つの手順情報を選択する選択工程と、
　抽出手段が、前記選択工程で選択された手順情報に従って、前記記憶媒体に記録された
前記映像信号から映像信号の一部を抽出する抽出工程とを備える。
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【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、添付の図面を参照して本発明の好適な実施形態について説明する。
【００１５】
［第１の実施形態］
第１の実施形態では、磁気テープを用いた映像記録装置によるダイジェスト作成方法につ
いて説明する。
【００１６】
図１は、第１の実施形態による映像記録装置の構成を示すブロック図である。図１におい
て、１０はビデオ入出力部であり、放送電波を受信するチューナを備え、受信した放送電
波から映像・音声信号を生成し、出力する。ビデオ入出力部１０より出力された映像・音
声信号は切替部１１に出力される。切替部１１はＣＰＵ１７の指示により次の４つのモー
ドで信号の流れを制御する。第１のモードはダイジェスト作成モードであり、この場合、
入出力部１０の出力信号は切替部１１を介して磁気テープ部１２及びキャプチャ部１４へ
供給される。第２のモードは書き込みモードであり、この場合、記憶部１８のダイジェス
ト一時記憶部１８ａに記憶されたダイジェスト一時記憶データがキャプチャ部１４及び切
替部１１を通じて磁気テープ１２へ供給される。第３のモードはメモリ再生モードであり
、この場合、ダイジェスト一時記憶部１８ａに蓄積されたデータがキャプチャ部１４と切
替部１１を通じてビデオ入出力部１０へ供給される。第４のモードはテープ再生モードで
あり、この場合、磁気テープ部１２の出力が切替部１１を介してビデオ入出力部１０へ供
給される。
【００１７】
また、記憶部１８のダイジェスト映像手順記憶部１８ｃには、映像の分野毎にダイジェス
ト映像として取り込むタイミング及び取り込み長さを示すダイジェスト映像手順情報が記
憶されている。図２はダイジェスト映像手順情報における分野別のデータ構成例を示す図
であり、（Ａ）は映像内容（分野）が映画の場合のダイジェスト映像手順情報、（Ｂ）は
映像内容（分野）がドキュメンタリの場合のダイジェスト映像手順情報、（Ｃ）は映像内
容（分野）がスポーツの場合のダイジェスト映像手順情報、（Ｄ）は映像内容（分野）が
バラエティの場合のダイジェスト映像手順情報を表わす。
【００１８】
また、記憶部１８に記憶されているダイジェスト映像手順情報は、各々の分野のキーワー
ドも記録されている。図３は各分野のキーワードとＥＰＧ情報の構成を示す図である。記
憶部１８のＥＰＧ情報記憶部１８ｂには、放送電波に乗せられてくるＥＰＧ（電子番組）
情報が記憶される。本実施形態では受信映像からダイジェスト映像を作成するにあたって
、当該受信映像の分野（上述）を設定するが、後述するように、この設定はマニュアルに
よっても行えるし、ＥＰＧ情報とキーワードを用いても行える。
【００１９】
操作部１３は、本記録装置の操作パネルを具備し、磁気テープの再生・停止・予約等の一
般的な操作のほかにダイジェストの作成ＯＮ／ＯＦＦ・映像分野及び時間を指定出来る入
力ＳＷを持つ。時計部１５は、時計機能を有しており計時を行う。表示部１６は、チャン
ネル番号・予約時間・ダイジェスト映像のＯＮ／ＯＦＦ・映像分野・ダイジェスト時間等
を表示する。
【００２０】
以下に映画番組を予約録画する際のダイジェスト映像の作成について説明する。操作部１
３の操作により予約録画とダイジェスト作成が指示されると、予約された録画の実行に際
してＣＰＵ１７が切替部１１に対してダイジェスト作成モードを指示する。なお、説明を
理解しやすくするため、以下の説明では、１６０分磁気テープを磁気テープ部１２にセッ
トして巻戻し、テープカウンタをリセットし０：００：００にした状態からの説明を行う
。
【００２１】
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図４は第１の実施形態によるダイジェスト作成モードでの録画処理を説明するフローチャ
ートである。また、図５は第１の実施形態による映像記録装置の備える操作パネルを示す
図である。
まず、ステップＳ１０にて、録画チャンネル、録画開始及び終了時間、映像分類（分野）
、ダイジェスト映像の記録時間の設定を行う。これらの設定は、図５に示す操作パネルを
用いて行われる。例えば、操作部１３のＳＷ１４８（チャンネルＮｏの増加）またはＳＷ
１４９（チャンネルＮｏの減少）により録画したいチャンネル（本例では１２チャンネル
）を選択する。次に、ＳＷ１４４により録画開始時間を選択し、ＳＷ１４６（時間の先送
り）及びＳＷ１４７（時間の後戻り）を用いて録画開始時間（本例では１９：００）を設
定する。同様に、ＳＷ１４５により録画終了を選択し、ＳＷ１４６（時間の先送り）及び
ＳＷ１４７（時間の後戻り）を用いて録画終了時間（本例では２１：００）を設定する。
【００２２】
次にＳＷ１３１を押下してダイジェストを作成するモード（ダイジェスト作成モード）に
設定する。更に、ＳＷ１３６により録画しようとする映像の分野を指定する。ここでは、
ＳＷ１３６を押下するごとに表示部１６の中の映像分野表示位置１６６にダイジェスト映
像手順記憶部１８に記憶されている分野（本例では映画、ドキュメンタリ、スポーツ、バ
ラエティ）のうちの１つが表示され、所望の分野が表示されるまでＳＷ１３６の押下を繰
り返す。本例では、「映画」が選択された様子が示されている。なお、ＳＷ１３５を押下
した場合は、ＳＷ１３６を押下した場合と逆順で映像分野が表示される。
【００２３】
ＳＷ１３３及び１３４はダイジェスト映像を記録する長さを指定するＳＷであり、ＳＷ１
３４を押下する度にダイジェスト時間表示位置１６５に表示されている時間が増加する。
また、ＳＷ１３３を押下した場合は、ダイジェスト時間表示位置１６５に表示されている
時間が減少する。本例では、ＳＷ１３３、１３４の操作により、ダイジェスト時間が４８
秒に設定されている。
【００２４】
ステップＳ１１では、録画予約ＳＷ１４３が押下されたか否かを判断する。録画予約ＳＷ
１４３が押下されたら処理はステップＳ１２へ移り、録画のための処理に移る。すなわち
、録画のための所要の設定を行い、録画予約ＳＷ１４３が押下されると、録画処理を行う
べく処理をステップＳ１２へ進める。
【００２５】
ステップＳ１２では先のステップＳ１０で設定されたダイジェスト時間４８秒分の記録領
域を磁気テープに確保するために、４８秒分の早送りに必要な時間を計算し、早送りを開
始すべき時間になるのを待つ。早送り開始時間になると、ステップＳ１３に移り、現在の
磁気テープのカウンタ値０：００：００を読み取り記憶し、指定されたダイジェスト録画
時間４８秒分のカウンタ値０：００：４８まで磁気テープを早送りする。こうして、磁気
テープ上の、当該予約録画の開始位置より手前の位置に４８秒分のダイジェスト映像のた
めの記録領域が確保される。
【００２６】
次に、ステップＳ１４にて切替部１１を作成モードにする。作成モードではビデオ入出力
部１０の出力が磁気テープ１２とキャプチャ部１４へ供給される。ステップＳ１５では、
ステップＳ１０で入力された映像分野に対応するダイジェスト映像作成手順をダイジェス
ト映像手順記憶部１８ｃより読み出し、ステップＳ一〇で設定された録画時間からダイジ
ェスト映像取り込みタイミング（実時間）を計算する。
【００２７】
例えば、本例では、映像分野として「映画」が選択されているので、図２の（Ａ）に示す
テーブル値（分野：映画、取込時期％：０／５／７／１０／１７／２７／３５／５２／６
５／７５／８５、取込秒３／３／３／４／５／５／５／５／５／５／５）を読み込む。取
込時期％は全録画期間の中での取込を開始する時期をパーセントにて表示しているので、
これを実時間に変更する。本例では、録画開始１９：００から録画終了２１：００の１２
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０分間の録画設定であるため、１％は７２秒となる。したがって、例えば、０％は録画開
始時１９：００：００（時：分：秒を表わす）を表し、５％は１９：０６：００を表し、
７％は１９：０８：２４を表わすことになる。
【００２８】
すなわち、記録時間１２０分の録画に際して図２の（Ａ）（映画）が選択されると、
１９：００：００（０％）より３秒間の映像が取り込まれ、
１９：０６：００（５％）になったら３秒間の映像を取り込み、
１９：０８：２４（７％）になったら３秒間の映像を取り込み、
１９：１２：００（１０％）になったら４秒間の映像を取り込み、
１９：２０：２４（１７％）になったら５秒間の映像を取り込み、
１９：３２：２４（２７％）になったら５秒間の映像を取り込み、
１９：４２：００（３５％）になったら５秒間の映像を取り込み、
２０：０２：２４（５２％）になったら５秒間の映像を取り込み、
２０：１８：００（６５％）になったら５秒間の映像を取り込み、
２０：３０：００（７５％）になったら５秒間の映像を取り込み、
２０：４２：００（８５％）になったら５秒間の映像を取り込む
というように、実際に録画設定された時間に合わせて取り込むタイミングを計算する。
【００２９】
続いて、ステップＳ１６にて録画開始時間になるまで待つ。録画開始時間になると、ステ
ップＳ１７へ進み、磁気テープへの録画を開始する。
【００３０】
ステップＳ１８では、ダイジェスト映像の取込時間になったかを判定し、上述のダイジェ
スト映像の取込時間になる毎にステップＳ１９へ進み、キャプチャ部１４から所定時間の
映像（本例では、３秒間或いは５秒間）をキャプチャし、ダイジェスト一時記憶部１８ａ
へ蓄積していく。これを、上述の取り込みタイミングの全てについて行う。例えば、１９
：００：００秒になったら、ステップＳ１９へ進み、キャプチャ部１４から３秒間映像を
キャプチャし、ダイジェスト一時記憶部１８ａへ蓄積していく。そして、ステップＳ２０
でまだ取り込みがあるかどうかを判断し、まだ取り込むタイミングが残っているので、ス
テップＳ１８に戻る。そして、１７：０６：００になると、再びステップＳ１９へ進み、
キャプチャ部１４から３秒間映像をキャプチャし、ダイジェスト一時記憶部１８ａへ蓄積
していく。このような繰り返しを、上述の各取り込みタイミングにて行うと、合計４８秒
間の映像がダイジェスト映像としてダイジェスト一時記憶部１８ａへ蓄積されることにな
る。
【００３１】
ステップＳ１５で計算されたダイジェスト映像のための映像の取り込みがすべて終了する
と、ステップＳ２０を抜けてステップＳ２１へ進み、録画終了時間になったかどうかを監
視する。録画終了時間になると（本例では２１：００）ステップＳ２２へ進み、磁気テー
プへの録画を停止させ、ステップＳ１３にて記憶したカウンタ値０：００：００迄巻き戻
す。そして、ステップＳ２３において、切替部１１を書き込みモードに設定する。上述し
たように、書き込みモードが設定されると、ダイジェスト一時記憶部１８ａの映像データ
がキャプチャ部１４を介して磁気テープ部１２へ供給される。ステップＳ２４にて記憶部
１８ａに一時記憶された４８秒のダイジェスト映像を先頭から再生し、キャプチャ部１４
へ送られ、切替部１１を経由して磁気テープ１２へ伝送され記録する。４８秒間の再生及
び記録が終了すると、記憶部１８ａからの再生及び磁気テープ１２への録画を停止し終了
する。
【００３２】
以上のようにして録画予約された映画番組を磁気テープに録画し、その番組の記録開始位
置より前にそのダイジェスト映像を記録することができる。このためダイジェスト映像を
見て、この先に録画されている映像の内容の把握することができるようになり、当該録画
内容を見るか見ないかを判断することができる。
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【００３３】
なお、図２に示した分野別のダイジェスト映像手順情報について説明を加えると、「映画
」の分野でのダイジェスト映像の取込時期では、（Ａ）に示すように、時間軸上の重み付
けをしており、また取込秒に於いても時間軸上の重み付けをしている。また、「ドキュメ
ンタリ」の分野では、（Ｂ）に示すように、時間軸上の重み付けは殆ど行っていない。ま
た、「スポーツ」の分野では（Ｃ）に示すように１回の取込秒数は短いが取込回数が多い
設定となっている。更に、「バラエティ」の分野では（Ｄ）に示すように取込時期の時間
軸上の重み付けは殆ど無いが、取込秒の時間軸上の重み付けを前半部を重くしている。
【００３４】
また、以上の説明では、ダイジェスト時間を４８秒としたが他の時間に設定することも可
能である。例えばダイジェスト時間を７２秒とした場合は、各取込時期％における取込秒
を各々１．５倍（７２／４８＝１．５）にすればよい。また、ダイジェスト時間を２４秒
とした場合は、各取込時期％における取込秒を各々０．５倍（２４／４８＝０．５）にす
ればよい。
【００３５】
ところで、上記ダイジェスト映像手順情報は予め記憶されているものとしたが、使用者の
好みに応じて調整可能に構成してもよい。更には、所望のダイジェスト映像手順を作成可
能に構成してもよい。ダイジェスト映像手順情報を調整可能或いは新規作成可能とするこ
とによってさらに適切なダイジェスト記録手順を用いることが可能になる。以下にダイジ
ェスト映像手順を編集する場合及び新規作成する場合について図７のフローチャートを参
照して説明する。以下では、編集操作の一例として、「映画」分野の設定の取り込みタイ
ミングの後半部を削除して、中間部をより多く設定変更する場合について説明する。
【００３６】
まず、図５に示す編集ＳＷ１４１を押下することによって、現在設定されている分野（本
例では「映画」）に対応するダイジェスト映像手順情報がダイジェスト映像手順記憶部１
８ｃより読み出され、不図示の一時記憶メモリに保持されるとともに、その内容が表示部
１６に表示される（図７のステップＳ５１、Ｓ５２）。図６はこのときの編集画面の表示
例（図５における表示部１６の、ダイジェスト映像手順情報編集時における表示内容）を
示す図である。図６に示されるように、表示部１６の最上段には記録映像長さを１００％
表示したスケール１６７が表示される。また、その下段には分野表示１６８があり、現在
設定されている映像の分野（本例では「映画」）が示される。更に、設定されている取り
込みタイミングがスケール１６７に合わせてグラフ（棒グラフの棒の位置は取込タイミン
グを示し、幅は取込時間に比例する、但し表示部１６の解像度より小さい場合は１ドット
として表示する）によって示される。また、その下段には取込タイミング表示１６９とし
て「取込タイミング、２０％」と表示され、その横には取込時間表示１７１として、取込
時間の合計が「ダイジェスト合計、４８秒」と表示され、さらにその下段には取込時間表
示１７０として「取込時間６秒」と表示される。
【００３７】
この状態で更に分類を切換えることができる。すなわち、映像分類ＳＷ１３６を押下する
と、すでに登録されている分野（映画、ドキュメンタリ、スポーツ、バラエティ、及びま
だ何も登録されていない「新規１作成」）が順次表示される。いま、「映画」が表示され
るまで映像分類ＳＷ１３６またはＳＷ１３５を押下したとする。なお、ＳＷ１３５を押下
すると登録されている分野を逆順に表示する。なお、分類に変更が生じた場合は、ステッ
プＳ５２により変更後の分類に対応するダイジェスト映像手順情報を読み込み、上述した
如くその内容を表示部１６に表示する。
【００３８】
さて、「映画」が選択されて、これに対応するダイジェスト映像手順情報が表示されると
、設定されている取込時期は０／５／７／１０／１７／２７／３５／５２／６５／７５／
８５％であり、取込秒は３／３／３／４／５／５／５／５／５／５／５秒となっている（
図２の（Ａ））。ここでは、この設定内容を、取込時期０／５／７／１０／１４／１７／
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２１／２７／３５／５２／６５％、取込秒を３／３／４／４／４／５／５／５／５／５／
５秒に変更する場合を例に挙げて、ダイジェスト映像手順情報の変更手順を説明する。
【００３９】
まず分野表示１６８の横にあるグラフ上に設定用反転カーソル１７２が表示される。この
設定用反転カーソル１７２は、取込時期ＳＷ１３７と１３８によって左右方向へ移動する
ことができる。すなわち、取込時期ＳＷ１３７を押下する度に設定用反転カーソル１７２
を０％方向へ移動し、また取込時期ＳＷ１３８を押下する度に設定用反転カーソル１７２
を１００％方向へ移動する。この設定用反転カーソル１７２の移動に伴って取込タイミン
グ表示１６９の位置にカーソル位置が示すパーセントを表示し、取込時間表示１７０の位
置にそのパーセントにおける取込時間を表示する（ステップＳ５３、Ｓ５４）。なお、設
定されていないパーセントの位置においては、取込時間“０”秒が表示される。
【００４０】
以上の操作によって、設定用反転カーソル１７２を所望の取り込みタイミングに移動した
ら、取込秒ＳＷ１３９、１４０により取込秒を更新することにより、当該取り込みタイミ
ングにおける取込秒を更新し、この対応関係で一時記憶メモリに記憶したダイジェスト映
像手順情報を更新する（ステップＳ５７、Ｓ５８）。
【００４１】
例えば、設定用反転カーソル１７２を、最初の修正個所である７パーセントの位置にＳＷ
１３７およびＳＷ１３８により移動すると、取込時間表示１７０の位置に３秒が表示され
るので、ＳＷ１４０を押下して４秒にする。行き過ぎた場合はＳＷ１３９により減じるこ
とができる。その後、設定用反転カーソル１７２を移動させると、７パーセントの取込タ
イミングと４秒が対応づけられて、これに基づいて一時記憶メモリに保持されているダイ
ジェスト映像手順情報を更新する。そして、次の修正個所である１４パーセントの位置に
設定用反転カーソル１７２をＳＷ１３７およびＳＷ１３８により移動すると、取込時間表
示１７０の位置に０秒が表示されているので、ＳＷ１４０を押下し４秒にする。行き過ぎ
た場合はＳＷ１３９により減じる。次の修正個所である２１パーセントの位置にＳＷ１３
７およびＳＷ１３８により移動すると取込時間表示１７０の位置に０秒が表示されている
ので、ＳＷ１４０を押下し５秒にする。行き過ぎた場合はＳＷ１３９により減じる。次の
修正個所である７５パーセントの位置にＳＷ１３７およびＳＷ１３８により移動すると取
込時間表示１７０の位置に５秒が表示されているので、ＳＷ１３９により減じて０秒とす
る。次の修正個所である８５パーセントの位置にＳＷ１３７およびＳＷ１３８により移動
すると取込時間表示１７０の位置に５秒が表示されているので、ＳＷ１３９により減じて
０秒にする。
【００４２】
ここで、分野表示１６８の横に示される取込タイミングのグラフでは、取込時間が“０”
に更新されると消去される（棒グラフの棒の位置は取込タイミングを示し、幅は取込時間
に比例する）。また、新たな取込タイミングが設定されると、棒グラフ上の対応する位置
に、設定された取込時間に対応する幅の棒が表示される。最後に編集ＳＷ１４１を押下す
ることにより、この一連の操作により一時記憶メモリ上で設定し直されたダイジェスト手
順がダイジェスト映像手順記憶部１８ｃに書き込まれ、記憶される（ステップＳ５９、Ｓ
６０）。
【００４３】
次に新規に作成する場合を説明する。編集ＳＷ１４１を押下した後、映像分類ＳＷ１３６
を押下すると、分野表示１６８に、すでに登録されている分野（映画、ドキュメンタリ、
スポーツ、バラエティ）に続いてまだ何も登録されていない「新規１」が表示される（ス
テップＳ５１～５４）。この「新規１」が表示されたところで、映像分類ＳＷ１３６を押
下を止める。ここで、例えば、取込時期を０／１０／２０／３０／４０／５０パーセント
とし、夫々のタイミングで４／４／４／４／４／４秒とするダイジェスト映像手順情報を
作成する場合を説明する。この場合、まず、設定用反転カーソル１７２を０パーセントの
位置にＳＷ１３７およびＳＷ１３８を操作して移動する。すると、取込時間表示１７０の
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位置に０秒が表示されているので、ＳＷ１４０、１３９の操作により取込時間表示１７０
を４秒にする（ステップＳ５５～Ｓ５８）。続いて、設定用反転カーソル１７２を１０パ
ーセントの位置にＳＷ１３７およびＳＷ１３８により移動し、ＳＷ１４０、１３９の操作
により取込時間表示１７０を４秒にする。以下、２０パーセント、３０パーセント、４０
パーセント、５０パーセントの取込タイミングについて同様の操作を繰り返す。こうして
全ての設定を入力し終えたら、編集ＳＷ１４１を押下すると、ダイジェスト映像手順記憶
部１８ｃに、分野「新規１」の名前で追加記録する（ステップＳ５９、Ｓ６０）。
【００４４】
図８は、新規１という名前でダイジェスト映像手順情報を新規に登録する際の編集時の表
示状態例を示す図である。更に新たなダイジェスト映像手順情報を追加する場合は、「新
規２」…「新規ｎ」として追加することが出来る。またキー入力装置を付加して「新規ｎ
」ではなく、任意の名前を入力できるようにしても良い。また、図９は、上述した処理に
よって新たにダイジェスト映像手順情報として登録された「新規１」のデータ構成を示す
図である。
【００４５】
なお、ダイジェスト映像手順情報の削除を行う場合は、編集ＳＷ１４１を押下して編集モ
ードに入った後、削除したい映像分類、例えば“新規１”をＳＷ１３６またはＳＷ１３５
により映像分類表示１６８の位置に表示させ削除ＳＷ１４２を押下することにより削除で
きる（ステップＳ６１、Ｓ６２）。なお、映像分類表示１６８、取込タイミング表示１６
９、取込時間表示１７０、ダイジェスト合計表示１７１の位置には次に登録された分類表
示に替わる（ステップＳ５４、Ｓ５２）。また誤操作による取り消しを防止するために、
デフォルトの手順をＲＯＭに記憶したり、または削除フラグを立てるだけで手順は消さな
い等により保護しても良い。
【００４６】
図７に示される編集操作は、別のファンクションの実行が指示されることにより終了する
（ステップＳ６３）。
【００４７】
上記の説明では、録画番組の分野を映像分類ＳＷ１３５により行うと説明したが、ＥＰＧ
（電子番組）情報がある場合は、分野を自動的に判別させても良い。この場合の処理につ
いて、図３を参照して説明する。
【００４８】
放送電波に乗せられるＥＰＧ（電子番組）情報はキャプチャ部１４にてデコードされ、放
送の識別番号・開始時間・継続時間・番組名・番組の説明及び放送内容のジャンルなどが
記憶部１８のＥＰＧ情報記憶部１８ｂに記憶されている。操作部１３の各ＳＷ入力により
設定された、録画するチャンネルと録画時間からＥＰＧ情報記憶部１８ｂに記憶された番
組のコンテント識別の第１段階（ジャンル１）２０７を読み込み、ダイジェスト映像手順
記憶部に記憶されている映像分野とキーワードテーブルのキーワード２００の各キーワー
ドで検索する。もしコンテント識別の第１段階（ジャンル１）２０７に合致するキーワー
ドがあれば、図３に示したキーワードに対する分野であると判断し、ダイジェスト映像手
順記憶部より、該分野の手順を読み込み該手順にてダイジェスト映像を作成する。
【００４９】
例えば、コンテント識別の第１段階（ジャンル１）２０７に「音楽」というジャンルが送
られてきていたとするとキーワード２００で順次検索を行うと音楽のキーワードは「ドキ
ュメンタリ」分野とテーブル２００に書き込まれているので、ドキュメンタリの分野のダ
イジェスト映像手順をダイジェスト映像手順記憶部１８ｃより読み込み、該手順（取込タ
イミングと取込秒）にてダイジェスト映像を作成する。コンテント識別の第１段階（ジャ
ンル１）２０７に該当するものが無い場合は、コンテント識別の第２段階（ジャンル２）
２０８検索する。それでもない場合は、番組名２０４を検索し、それでもない場合は、番
組の説明２０５を検索し、更に無い場合は拡張情報２０６を検索し、それでも該当するも
のが無い場合は、キーワード２００の該当無しということでドキュメンタリの分野を選択
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する（コンテントの記述及び拡張イベントの記述は、任意のためＥＰＧ情報に載せられて
こない番組がある）。
【００５０】
ＥＰＧ情報がない場合や、別な分野の設定で録画したい場合は、映像分類ＳＷ１３５によ
り手動で設定することができるのはいうまでもない。なお、図３に示したダイジェスト手
順分野とキーワードの関連性は、一例として示したものであり、好みに応じて設定を変え
てもよい。
【００５１】
またＥＰＧ情報を表示器１６に時系列的、またはジャンル別に表示させることにより、ス
テップＳ１０で示した面倒な設定手順の簡易化を図り、録画したい番組をより簡単に選択
できるようにすることができる。
【００５２】
また、上記実施形態では、映像の分野毎にタイミングと時間の長さで説明してきたが、画
像の輝度信号及び色信号から前画面とどの位変化したのかを検知し、大きく変化したとこ
ろをシーンチェンジがあったとしてダイジェスト映像として取り込む方法と組み合わせる
ことにより、作成しても良い。
【００５３】
例えば、２０／４０／６０／８０パーセントの取込タイミングの夫々において３／３／２
／２秒の取込を行い、０～１９／２１～３９／４１～５９／６１～７９／８１～１００パ
ーセントの取込タイミングではシーンチェンジの一番多かった位置を中心に３／３／３／
２／２秒間を取り込むようにする。こうすることによって、定刻のシーンと映像変化の多
いシーンとをダイジェスト映像として取込むので、どんな映像が来るか全く判らないよう
な分野の映像でも適応しやすくなる。
【００５４】
［第２の実施形態］
第１の実施形態では磁気テープにダイジェスト映像を記録する構成を説明した。第２の実
施形態では、記憶媒体がランダムアクセス可能なディジタル記録媒体である場合について
説明する。
【００５５】
図１０は第２の実施形態による映像記録装置の構成を示すブロック図である。図１０にお
いて第１の実施形態（図１）と同様の構成には同一の参照番号を付し、ここでは詳細な説
明を省略する。ただし、第２の実施形態では、ビデオ入出力部１０とキャプチャ部１４が
接続され、切替部１１は省略されている。また、１００はディジタル記憶媒体であり、映
像及びダイジェストとして再生される映像のアドレスを記憶する。記憶部１８１には、ダ
イジェスト映像手順記憶部１８ｃとＥＰＧ情報記憶部１８ｂが設けられ、ダイジェスト一
時記憶部１８ａは不要となっている。
【００５６】
以下に、第１の実施形態で説明した部分と異なるところについての説明を行う。磁気テー
プを用いた場合は、録画開始前にダイジェスト映像の記録領域を確保するためにテープの
送りを行い、最後にダイジェスト映像を記録するために巻戻し処理を行ったが、第２の実
施形態ではその必要がない。以下、第２の実施形態によるダイジェスト映像の作成を伴う
映像の録画手順について図１１乃至図１３を参照して説明する。
【００５７】
図１３は第２の実施形態によるダイジェスト映像の作成をともなう映像の録画手順を説明
するフローチャートである。まず、ステップＳ１０１において必要な設定を行う。設定方
法等は図４のステップＳ１０で上述した通りである。そして、必要な設定を終えた後、録
画予約ＳＷ１４３が押下されると処理はステップＳ１０２からステップＳ１０３へ進む。
なお、以下では、説明を容易にするために、次の内容で設定が行われた場合を説明する。
すなわち、録画時間が１０秒間であり、ダイジェスト手順が、取込タイミング０／３０／
５０／８０パーセントの夫々において２／１／１／１秒取込む設定とする。
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【００５８】
さて、ステップＳ１０３では、上述のダイジェスト手順を読み込み、設定された録画時間
からダイジェスト映像として保持する実時間を計算する。本例では、録画時間が１０秒で
あるので、０秒、３秒、５秒及び８秒の各タイミングにおける２秒間、１秒間、１秒間、
１秒間の映像がダイジェスト映像として用いられることになる。更に、ステップＳ１０３
では、録画のためにＦＡＴの設定を行う。ディジタル記憶媒体１００のファイル構造は図
１１に示す通りフォーマットされている。ＦＡＴの各エントリとデータ領域のクラスタは
１対１に対応しており、データ領域の各クラスタは１秒間録画できるサイズになっている
。録画開始前にダイジェスト“入”になっているのでディレクトリ２の拡張子１１３に“
ｄｙｇ”、クラスタ番号１１４に“００３”を書き込み、またディレクトリ１の拡張子１
１１に“ｖｄｏ”を、クラスタ番号１１２に“００４”を書き込む。すなわち、ディレク
トリ１には録画データファイル（拡張子ｖｄｏ）の先頭のＦＡＴエントリが登録され、Ｆ
ＡＴ領域では当該ＦＡＴエントリを先頭にクラスタチェーンが形成される。また、ディレ
クトリ２にはダイジェスト映像のためのクラスタが登録されたファイル（拡張子ｄｙｇ）
の先頭のＦＡＴエントリが登録される。
【００５９】
ステップＳ１０４で録画開始時間になるのを待ち、録画開始時間になるとステップＳ１０
５～Ｓ１０８により録画及びダイジェスト映像のための記録を行う。すなわち、ステップ
Ｓ１０５において、所定単位時間（本例では１秒間）の録画データを書込み、そのクラス
タ番号をＦＡＴに登録する。そして、ステップＳ１０６で、ダイジェスト取込タイミング
か否かを判定し、取込タイミングであればステップＳ１０７で、当該クラスタ番号をダイ
ジェスト用データ領域（データ１１）に書き込む。以上の処理を当該録画の収量まで繰り
返す（ステップＳ１０８）。
【００６０】
上記の設定に従って、本録画装置の動作を更に具体的に説明する。まず、録画時間０秒目
になるとクラスタ００４から１秒の録画データである“データ１”の書き込みを行う（ス
テップＳ１０５）。０秒目からの１秒間の映像はダイジェスト用映像に指定されているの
で、このデータが書かれたクラスタ番号を“データ１１”に書き込む（ステップＳ１０６
、Ｓ１０７）。こうして、データ１１にはダイジェスト映像を生成するためのデータ（ク
ラスタ番号）が書き込まれていく。
【００６１】
録画時間１秒目になるとＦＡＴエントリ００４の領域に“００５”を書き込み、クラスタ
００５に１～２秒の録画“データ２”の書き込みを開始（ステップＳ１０５）し、このデ
ータが書かれたクラスタ番号を“データ１１”に書き加える（ステップＳ１０６、Ｓ１０
７）。録画時間２秒目になるとＦＡＴエントリ００５の領域に“００６”を書き、クラス
タ００６に２～３秒の録画“データ３”の書き込みを開始する（ステップＳ１０５）。こ
のタイミングの映像はダイジェスト用に用いられないので、データ１１へのクラスタ番号
の登録は行われない（ステップＳ１０６）。
【００６２】
以降、同様にして、以下の処理が行われることになる。
・録画時間３秒目になるとＦＡＴエントリ００６の領域に‘００７”を書き、クラスタ０
０７に３～４秒の録画“データ４”の書き込みを開始し、このデータが書かれクラスタ番
号を“データ１１”に書き加える。
・録画時間４秒目になるとＦＡＴエントリ００７の領域に“００８”を書き、クラスタ０
０８に４～５秒の録画“データ５”の書き込みを開始する。
・録画時間５秒目になるとＦＡＴエントリ００８の領域に“００９”を書き、クラスタ０
０９に５～６秒の録画“データ６”の書き込みを開始し、このデータが書かれたクラスタ
番号を“データ１１”に書き加える。。
・録画時間６秒目になるとＦＡＴエントリ００９の領域に“００Ａ”を書き、クラスタ０
０Ａに６～７秒の録画“データ７”の書き込みを開始する。
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・録画時間７秒目になるとＦＡＴエントリ００Ａの領域に“００Ｂ”を書き、クラスタ０
０Ｂに７～８秒の録画“データ８”の書き込みを開始する。
・録画時間８秒目になるとＦＡＴエントリ００Ｂの領域に“００Ｃ”を書き、クラスタ０
０Ｃに８から９秒の録画“データ９”の書き込みを開始し、このデータが書かれたクラス
タ番号を“データ１１”に書き加える。更に、このタイミングで、これ以降のダイジェス
ト取込が無いのでＦＡＴエントリ００３に“ＦＦＦ”を書き込む。
・録画時間９秒目になるとＦＡＴエントリ００Ｃの領域に“００Ｄ”を書き、クラスタ０
０Ｄに９～１０秒の録画“データ１０”の書き込みを開始する。
・録画時間１０秒目になると録画が終了したのでＦＡＴエントリ００Ｄの領域に“ＦＦＦ
”を書き込む（ステップＳ１０８、Ｓ１０９）。
【００６３】
このようにして、ファイル名の拡張子ｖｄｏは録画された番組でありＦＡＴ領域にてデー
タ１～データ１０までチェーンされている。一方、拡張子ｄｙｇが示すファイルには、図
１２に示すごとくダイジェスト映像として再生すべき映像のクラスタ番号が記憶されてい
る。したがって、このクラスタ番号００４／００５／００７／００９／００Ｃのデータ１
・データ２・データ４・データ６・データ９を再生すればダイジェスト映像として再生す
る事が出来る。ＦＡＴエントリの“ＦＦＦ”を検出すると対応するクラスタを読み込んで
処理を終了する。
【００６４】
なお、上記説明では、ダイジェスト映像として取込むタイミング毎に、ディジタル記録媒
体１００にクラスタ番号を書き込んだが、録画中はＣＰＵ内部で記憶しておいて録画終了
時点で書き込んでもよい。また、１０秒間の録画というように短い時間で説明したが、更
に長い時間や圧縮データであっても同様にダイジェストの作成や再生を行うことができる
のはいうまでもない。
【００６５】
［第３の実施形態］
第２の実施形態ではダイジェスト映像の格納されたアドレスをディジタル記録媒体に書き
込み、ダイジェスト映像の再生に用いた。しかしながら、第２の実施形態のような記憶媒
体を用いた場合、１クラスタあたりの録画時間が決まっているので、あらかじめダイジェ
スト再生アドレスが書かれていない媒体を再生する場合でもダイジェスト映像の再生が可
能である。すなわち、記憶部１０１に記憶されたダイジェスト手順の分野を指定すること
によって、録画されている映像の長さからダイジェスト再生する位置（クラスタ）を計算
し、ダイジェスト映像を再生することができる。
【００６６】
例えば、図２の（Ａ）に示される「映画」のダイジェスト映像手順情報を選択すると、該
手順情報は０／５／７／１０／１７／２７／３５／５２／６５／７５／８５パーセントの
取込タイミングの夫々について３／３／３／４／５／５／５／５／５／５／５秒の取込秒
が設定されている。したがって、再生する映像が２時間記録されているとして計算すると
、
０秒経過後から３秒間再生、
６分経後から３秒間再生、
８分２４秒経過後から３秒間再生、
１２分００秒経過後から４秒間再生、
２０分２４秒経過後から５秒間再生、
３２分２４秒経過後から５秒間再生、
４２分２４秒経過後から５秒間再生、
１時間２分２４秒経過後から５秒間再生、
１時間１８分００秒経過後から５秒間再生、
１時間３０分００秒経過後から５秒間再生、
１時間４２分００秒経過後から５秒間再生することによって、ダイジェストの映像または
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ダイジェストとしたいアドレスが記録されていなくてもダイジェスト映像を再生する事が
出来る。
【００６７】
［第４の実施形態］
上述した第１乃至第３の実施形態では、設定された取込タイミングにおける設定された取
込秒の映像を用いてダイジェスト映像が生成される。ところで、ダイジェスト映像をみる
場合は、音声も映像と同時に再生するほうがより表現力が増し、内容の確認がしやすくな
ることは明らかである。しかしながら、上記各実施形態では、設定された取込秒によって
ダイジェスト用の映像を取出すので、これに音声を付随させても、再生時に非常に言葉が
不自然になってしまい、音声入りダイジェストとして適したものを得ることができない。
そこで、第４の実施形態では、音声の区切りを検出してダイジェスト用映像（音声つき）
を決定することにより、より自然な、音声付のダイジェスト映像を再生できるようにする
。
【００６８】
図１４は、第４の実施形態による映像記録装置の構成を示すブロック図である。図１４に
おいて第１の実施形態（図１）や第２の実施形態（図１０）と同様の構成には同一の参照
番号を付し、ここでは詳細な説明を省略する。ただし、第４の実施形態において、ビデオ
入出力部１０、キャプチャ部１４は映像信号と音声信号を扱う。入出力部１０より出力さ
れるアナログの映像信号・音声信号はキャプチャー部１４へ入力され、入力されたアナロ
グ映像・音声データは、Ａ／Ｄ変換器によりディジタルデータに変換される。また音声信
号は音声解析部１９へも出力されている。音声解析部１９は言葉の句切りを検出し、その
結果をＣＰＵ１７へ通知する。また、ディジタル記憶媒体１００には、キャプチャー部１
１により取込まれる録画されるディジタル映像や音声データが記憶されるとともに、ダイ
ジェスト映像及び音声が記録される。
【００６９】
以上の構成を有する第４の実施形態の映像記録装置の動作について説明する。なお、以下
では、１時間放映のドキュメンタリＴＶ番組を予約録画し、音声入りダイジェスト映像を
作成する手順を説明する。図１５は第４の実施形態による音声入りダイジェスト映像を作
成する手順を示すフローチャートである。また、図１６は第４の実施形態による映像記録
装置の操作部、表示部を示す図である。
【００７０】
まず、ステップＳ１５０にて予約録画のための設定を行う。すなわち、操作部１３のＳＷ
２５３（チャンネルＮｏの増加）またはＳＷ２５４（チャンネルＮｏの減少）により所望
の録画チャンネル（本例では１２チャンネルとする）を選択し、ＳＷ２４９により録画開
始時間を選択して、ＳＷ２５２（時間の先送り）及びＳＷ２５１（時間の後戻り）にて所
望の録画開始時間（本例では１７：００）に設定する。続いてＳＷ２５０により終了時間
を選択し、ＳＷ２５２（時間の先送り）及びＳＷ２５１（時間の後戻り）にて所望の録画
終了時間（本例では１８：００）を設定する。次にＳＷ２４１を押下してダイジェストを
作成するモードに設定する。
【００７１】
ダイジェスト作成モードになると、表示部１６のダイジェスト情報位置２５５、２５６、
２５７に各々の情報が表示される（ダイジェスト切りの時は何も表示されない）。図１７
は第４の実施形態によるダイジェスト映像手順情報のデータ構成例を示す図である。本例
では、１時間のドキュメンタリ番組を録画するものとし、ＳＷ２４４およびＳＷ２４７に
より図１７のごとく登録されているダイジェスト手順の中から、手順１（取込み間隔：５
分　最小取込時間：２秒　取込み許可時間：３０秒）を選択する。なお、図２で説明した
ように、各取込タイミングをパーセントで表わすようにしてもよいことはいうまでもない
。
【００７２】
次にステップＳ１５１にて録画予約ＳＷ１４８が押下されたか否かを判断し、録画予約Ｓ
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Ｗ１４８が押下されたらステップＳ１５２へ移る。ステップＳ１５２では、ステップＳ１
５０で入力されたダイジェスト手順の手順内容を、取込み手順記憶部１８２から読みだし
、録画時間から取込回数Ｎ＝１２（１７：００、１７：０５、１７：１０、‥１７：５０
、１７：５５）を計算する。また、ディジタル記憶媒体のファイルフォーマットに対する
設定を行う。図１８は第４の実施形態におけるディジタル記憶媒体１００のファイル構造
を示す図である。ステップＳ１５２では、図１８に示すディレクトリ１の拡張子１３１に
ｖｄｏを書き込み、ディレクトリ２の拡張子１３３にはｄｙｇを書き込む。
【００７３】
ステップＳ１５３にて録画開始時間になるまで待つ。録画開始時間になると、ステップＳ
１５４において、ディジタル記憶媒体１００のディレクトリ１によって指定されるクラス
タ番号のデータ領域への、映像及び音声データの書き込みを開始する。
【００７４】
ステップＳ１５５にて現在時刻がダイジェスト用画像の取込タイミングであるかを判定す
る。取込タイミングである場合は、ステップＳ１５６へ進み、音声解析部１９からの出力
から言葉の句切りを検出する。音声解析部１９からは、言葉が連続しているとＨｉが、途
切れているとＬｏが出力されるので、音声解析部１９からの信号がＬｏからＨｉに変化す
る部分を言葉の句切りとして検出する。取込タイミング以降で、言葉の句切りが検出され
るとステップＳ１５８に進む。ステップＳ１５８では、現在録画されている画像のアドレ
スを、ディレクトリ２が示すクラスタ番号のデータ領域にダイジェスト再生アドレスとし
て記憶する。
【００７５】
ステップＳ１５６で言葉句切りが検出されない間、処理はステップＳ１５７へ進み、取込
み許可時間を過ぎていないか監視する。
【００７６】
ステップＳ１５８において、ダイジェスト用の映像・音声記録が開始されるとステップＳ
１５９へ進み、最小取込時間が経過したかを待つ。最少取込時間が経過したら、ステップ
Ｓ１６０において、音声解析部１９の出力がＬｏになったかどうかを監視する。Ｌｏにな
ったら、言葉の句切りと判断し、ステップＳ１６１にてダイジェスト再生アドレスの記憶
を停止し、ステップＳ１５２にて計算した取込回数Ｎから１を減ずる。そして、ステップ
Ｓ１６２にてＮが０になったかを判定し、なっていなければステップＳ１５５へ戻り次の
取込許可を待つ。
【００７７】
一方、ステップＳ１５６、Ｓ１５７の繰り返しにおいて、言葉句切りが検出される前に許
可時間が経過してしまった場合はステップＳ１５８へ進み、ダイジェスト用映像・音声記
録を開始する。また、ステップＳ１６０で言葉句切りを待つ間、ステップＳ１６５で許可
時間の経過を監視し、許可時間が経過したら言葉句切りが検出されなくてもステップＳ１
６１へ進み、当該タイミングにおけるダイジェストの記録を終える。したがって、ステッ
プＳ１５６において許可時間が経過するまでに言葉句切りが検出できなかった場合は、そ
の時点から最少取込時間分の映像をダイジェスト用映像として記録することになる。こう
することにより、　取込み許可期間中全て無音であるような場合であっても、取込みの欠
落を防止できる。
【００７８】
これらの様子を図１９を参照して説明する。図１９は第４の実施形態におけるダイジェス
ト取込のタイミングを説明するタイミングチャートである。ケース１は取込み許可期間に
なったときすでに音声が継続しているため、音声解析部１９の立ち上がりを待ってダイジ
ェスト用映像を取込んでいる例である。また、ケース２は最小取込時間よりも長ク、取込
許可期間よりも短い音声期間が存在しているので、音声が終了するまでダイジェスト用映
像を取込んでいる例である。またケース３は取込み許可期間中に言葉の句切りが無い（無
音声）場合であり、取込み許可期間が終了しても音声の句切りが来ないため、最小取込時
間ダイジェスト再生映像として取込む場合を示している。
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【００７９】
このようにしてステップＳ１５５～Ｓ１６２、Ｓ１６５にてダイジェスト映像再生用のア
ドレスを繰り返して取込み、ステップＳ１６２にて最後のダイジェスト再生用アドレスが
取込まれると、ステップＳ１６３にて録画終了時間を待つ。そして、録画の終了時間にな
ったら、本録画処理を終了する。なお、録画映像のデータ書き込みは、第２の実施形態と
同様である。
【００８０】
このようにしてディレクトリ２には、所望の映像・音声が書き込まれているクラスタの番
号が記録されるのでこのクラスタ番号を次々と再生していく事によってより自然な音声入
りのダイジェスト映像を再生する事が出来る。
【００８１】
例えば、図１８のように録画データが記録されている場合において、ダイジェスト再生Ｓ
Ｗ１５５が押下されると、ｄｙｇの拡張子を持つディレクトリ情報から、指定されたクラ
スタ番号のデータ領域（本例では、クラスタ番号００３のデータ１）からデータ（映像及
び音声）を読み出してこれを再生する。ここで、当該クラスタのＦＡＴ領域を参照すると
、００４となっているので次のチェーンとしてクラスタ番号００４のデータを読み出して
、再生する。このような処理を繰り返し、クラスタ番号ｋに到達すると、ＦＡＴ領域にＦ
ＦＦがき込まれ、次のチェーンが存在しないので再生を終了する。こうしてダイジェスト
映像および音声が再生される。
【００８２】
なお、第４の実施形態の構成においても、図１７に示すダイジェスト映像手順情報を編集
可能に構成できることはいうまでもない。ただし、図１７のデータ構成では、取込間隔、
最少取込時間、取り込み許可時間を編集することになる。
【００８３】
以上のように第４の実施形態によれば、言葉（音声）の句切りによってダイジェストデー
タを編成するので、より自然な、音声付のダイジェスト映像を記録、再生できる。
【００８４】
なお、本発明は、複数の機器（例えばホストコンピュータ、インタフェイス機器、リーダ
、プリンタなど）から構成されるシステムに適用しても、一つの機器からなる装置（例え
ば、複写機、ファクシミリ装置など）に適用してもよい。
【００８５】
また、本発明の目的は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコ
ードを記録した記憶媒体（または記録媒体）を、システムあるいは装置に供給し、そのシ
ステムあるいは装置のコンピュータ（またはCPUやMPU）が記憶媒体に格納されたプログラ
ムコードを読み出し実行することによっても、達成されることは言うまでもない。この場
合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を実現す
ることになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる
。また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、前述した実
施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュ
ータ上で稼働しているオペレーティングシステム(OS)などが実際の処理の一部または全部
を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言
うまでもない。
【００８６】
さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能
拡張カードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書込まれた後
、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張カードや機能拡張ユニットに備わ
るCPUなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の
機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【００８７】
本発明を上記記憶媒体に適用する場合、その記憶媒体には、先に説明したフローチャート
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【００８８】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、画像情報からダイジェスト用の画像情報を自動生
成することが可能となるとともに、画像情報からの取込タイミングを可変として、画像内
容に適合したダイジェスト用の画像情報を生成することができる。
また、本発明によれば、音声の状態を考慮して画像情報の取込タイミングが制御されるの
で、より自然な再生内容を提供するダイジェスト用の音声付画像情報が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１の実施形態による映像記録装置の構成を示すブロック図である。
【図２】ダイジェスト映像手順情報における分野別のデータ構成例を示す図である。
【図３】各分野のキーワードとＥＰＧ情報の構成を示す図である。
【図４】第１の実施形態によるダイジェスト作成モードでの録画処理を説明するフローチ
ャートである。
【図５】第１の実施形態による映像記録装置の備える操作パネルを示す図である。
【図６】第１の実施形態による編集画面の表示例（図５における表示部１６の、ダイジェ
スト映像手順情報編集時における表示内容）を示す図である。
【図７】ダイジェスト映像手順の編集処理を説明するフローチャートである。
【図８】新規１という名前でダイジェスト映像手順情報を新規に登録する際の編集時の表
示状態例を示す図である。
【図９】上述した処理によって新たにダイジェスト映像手順情報として登録された「新規
１」のデータ構成を示す図である。
【図１０】第２の実施形態による映像記録装置の構成を示すブロック図である。
【図１１】第２の実施形態におけるディジタル記憶媒体１００のファイル構造を示す図で
ある。
【図１２】拡張子ｄｙｇを有するファイルにおけるダイジェスト映像のクラスタ番号の登
録例を示す図である。
【図１３】第２の実施形態によるダイジェスト映像の作成をともなう映像の録画手順を説
明するフローチャートである。
【図１４】第４の実施形態による映像記録装置の構成を示すブロック図である。
【図１５】第４の実施形態による音声入りダイジェスト映像を作成する手順を示すフロー
チャートである。
【図１６】第４の実施形態による映像記録装置の操作部、表示部を示す図である。
【図１７】第４の実施形態によるダイジェスト映像手順情報のデータ構成例を示す図であ
る。
【図１８】第４の実施形態におけるディジタル記憶媒体１００のファイル構造を示す図で
ある。
【図１９】第４の実施形態におけるダイジェスト取込のタイミングを説明するタイミング
チャートである。
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